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特集特集
　
平
成
23
年
7
月
に
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
「
社
会
的
養
護
の
課
題
と
将
来
像
」
が
ま
と
め
ら
れ
、

中
長
期
的
な
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
社
会
的
養
護
に
お
い
て
は
施
設
養
護
が
9
割
を
占
め
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
が
、
今
後
、
家

庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で
児
童
を
養
育
で
き
る
よ
う
施
設
規
模
を
小
規
模
化
す
る
と
と
も
に
、
里
親

や
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
な
ど
の
家
庭
的
養
護
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。
社
会
的
養
護
の
こ
れ
か
ら

に
つ
い
て
、
宮
城
大
学
の
桑
名
佳
代
子
教
授
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

社
会
全
体
で
子
ど
も
を
育
む

　

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
子
育

て
は
、
家
庭
や
地
域
社
会
に
よ
る
助
け
合

い
で
担
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦

後
の
高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
、
地
域
に

お
け
る
お
互
い
の
つ
な
が
り
と
助
け
合
い

が
失
わ
れ
、
子
ど
も
の
育
ち
や
子
育
て
が

急
速
に
閉
鎖
的
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
母
子
癒

着
な
ど
の
家
族
問
題
が
発
生
し
、「
育
児

の
孤
立
化
」「
子
育
て
不
安
・
負
担
」「
い

じ
め
・
不
登
校
・
引
き
こ
も
り
・
非
行
の

低
年
齢
化
」、
そ
し
て
「
子
ど
も
虐
待
」

や
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
」

な
ど
、
様
々
な
社
会
問
題
が
生
じ
て
き
た

の
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
る
た

め
に
、
か
つ
て
地
域
社
会
が
担
っ
て
い
た

子
育
ち
・
子
育
て
の
機
能
を
社
会
の
仕
組

み
と
し
て
組
み
入
れ
て
、
社
会
全
体
で
応

援
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
子
育
て
支

援
策
が
強
化
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

１
．は
じ
め
に
（
問
題
の
所
在
）

　

東
日
本
大
震
災
後
、
高
齢
者
や
障
が
い

者
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
災
害
弱
者
」「
災

害
時
要
援
護
者
」
と
さ
れ
る
方
々
の
窮
状

に
対
し
、
支
援
団
体
が
彼
ら
の
安
否
確
認

及
び
支
援
を
行
う
た
め
に
駆
け
つ
け
た
。

し
か
し
、
各
種
報
告
を
見
聞
す
る
限
り
、

迅
速
か
つ
十
分
な
安
否
確
認
及
び
支
援
が

な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
原
因
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、

災
害
時
に
備
え
た
要
援
護
者
情
報
の
整
備

が
十
分
で
は
な
か
っ
た
（
情
報
整
備
の
問

題
）、
第
二
に
、
津
波
被
害
に
よ
っ
て
障

害
者
手
帳
交
付
情
報
、
介
護
保
険
認
定
・

利
用
情
報
等
が
流
失
・
喪
失
し
て
し
ま
っ

た
（
情
報
管
理
の
問
題
）、
第
三
に
、
多

く
の
自
治
体
が
“
個
人
情
報
保
護
”
を
理

由
に
災
害
弱
者
の
氏
名
、
住
所
を
開
示
し

な
か
っ
た
（
情
報
の
第
三
者
提
供
・
共
有

の
問
題
）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
１
、２
、３

　

一
方
で
は
、
親
の
養
育
放
棄
や
病
気
、

虐
待
な
ど
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
、
親
と

生
活
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
年
々
増
加

し
て
い
ま
す
。
親
が
無
か
っ
た
り
、
親
に

育
て
ら
れ
な
い
子
ど
も
を
公
的
責
任
の
も

と
で
社
会
的
に
養
育
し
、
保
護
す
る
こ
と

は
「
社
会
的
養
護
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
子
ど
も
に
こ
そ
、「
子
ど
も
の

最
善
の
利
益
の
た
め
に
」
と
い
う
考
え
方

と
、「
社
会
全
体
で
子
ど
も
を
育
む
」
と

い
う
考
え
方
を
理
念
と
す
る
社
会
的
養
護

が
必
要
で
あ
り
、
子
ど
も
が
心
身
と
も
に

健
康
に
育
つ
と
い
う
基
本
的
な
権
利
を
保

障
す
る
も
の
で
す
。

社
会
的
養
護
制
度
と
は

　

社
会
的
養
護
は
、大
き
く
「
施
設
養
護
」

と
「
家
庭
養
護
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
施

設
養
護
は
、
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
児
童
自
立

支
援
施
設
、母
子
生
活
支
援
施
設
が
あ
り
、

一
方
で
“
家
庭
で
育
つ
”
と
い
う
あ
た
り

ま
え
の
こ
と
を
保
障
す
る
家
庭
養
護
に
は

「
里
親
」
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
」（
平

成
21
年
度
か
ら
制
度
化
）
が
あ
り
ま
す
。

わ
が
国
で
は
、
社
会
的
養
護
の
対
象
と
な

る
子
ど
も
は
約
4
万
7
千
人
で
す
（
平
成

22
年
3
月
末
）。
そ
の
う
ち
児
童
養
護
施

設
に
は
約
3
万
人
、乳
児
院
が
3
千
人
で
、

9
割
が
施
設
養
護
と
な
っ
て
お
り
、
里
親

等
委
託
率
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
含
む
）

は
10
・
8
％
で
す
。
国
際
比
較
で
は

（
2
0
0
0
年
前
後
の
状
況
）、
里
親
委
託

率
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
91
・
5
％
、
ア
メ

リ
カ
76
・
7
％
、
イ
タ
リ
ア
62
・
1
％
と

な
っ
て
お
り
、
施
設
：
里
親
の
比
率
が

9
：
1
と
な
っ
て
い
る
日
本
の
現
状
は
、

施
設
養
護
に
依
存
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

日
本
の
社
会
的
養
護
制
度
は
、
戦
後
の

戦
争
孤
児
対
策
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

社
会
状
況
と
と
も
に
入
所
理
由
は
変
化

し
、
1
9
9
0
年
代
前
半
に
は
10
％
程
度

で
あ
っ
た
虐
待
が
90
年
代
半
ば
か
ら
急
激

に
増
加
し
、
現
在
で
は
児
童
養
護
施
設
に

入
所
し
て
い
る
子
ど
も
の
う
ち
、
半
数
以

上
は
虐
待
を
受
け
て
い
ま
す
。
虐
待
を
受

け
た
子
ど
も
は
、
身
体
的
な
暴
力
に
よ
っ

て
生
じ
る
障
害
や
育
児
放
棄
に
よ
る
成
長

発
達
の
ゆ
が
み
ば
か
り
で
は
な
く
、
愛
着

形
成
に
問
題
を
抱
え
、
心
の
傷
を
も
っ
て

い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
子
ど
も
に
は
、
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
中
で
、
他
者

と
の
基
本
的
信
頼
を
基
盤
と
し
た
愛
着
関

係
を
築
き
、
よ
り
良
い
心
身
の
発
達
と
社

会
性
を
育
む
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ
こ

で
、
社
会
的
養
護
に
求
め
ら
れ
る
役
割
や

機
能
に
つ
い
て
も
、
社
会
環
境
の
変
化
に

応
じ
た
見
直
し
が
急
務
と
な
り
、
平
成
23

年
7
月
に
厚
生
労
働
省
か
ら
次
の
よ
う
な

将
来
像
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
も
基
本
と
な
る
方
向
性
は
、“
家
庭

的
養
護
の
推
進
”
で
す
。「
里
親
委
託
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
23
年
3
月
）に
は「
里

親
委
託
優
先
の
原
則
」
が
明
確
に
示
さ
れ

ま
し
た
。
社
会
的
養
護
の
す
べ
て
の
子
ど

も
は
、
温
か
く
安
定
し
た
家
庭
で
養
育
さ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
里
親
委
託
を
優

先
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
里
親
の
数
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分

で
あ
り
、
施
設
養
護
の
役
割
も
大
き
い
こ

と
か
ら
、
同
時
に
施
設
養
護
の
在
り
方
も

検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
児
童
養
護

施
設
は
定
員
1
0
0
名
を
超
え
る
よ
う
な

大
規
模
施
設
も
あ
り
ま
す
が
、
施
設
の
小

規
模
化
・
地
域
分
散
化
を
進
め
て
、
よ
り

家
庭
的
な
養
育
環
境
と
す
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
後
、十
数
年
を
か
け
て
、

里
親
等
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
本
体
施
設

を
3
分
の
1
ず
つ
に
す
る
と
い
う
姿
が
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
）。

里
親
制
度
の
裾
野
を
広
げ
る

　

と
こ
ろ
で
里
親
制
度
は
、
児
童
福
祉
法

に
基
づ
い
て
、
里
親
に
な
る
こ
と
を
希
望

す
る
方
に
お
子
さ
ん
の
養
育
を
お
願
い
す

る
制
度
で
、「
養
育
里
親
」「
専
門
里
親
」「
養

子
縁
組
希
望
里
親
」「
親
族
里
親
」
に
分

け
ら
れ
ま
す
（
表
）。

　

里
親
等
委
託
率
は
、
愛
媛
県
の
4
・
6

％
か
ら
新
潟
県
の
32
・
5
％
と
自
治
体
間

の
格
差
が
大
き
く
、
宮
城
県
は
15
・
2
％

と
高
い
方
か
ら
12
位
と
な
っ
て
い
ま
す

（
平
成
22
年
3
月
末
）。
子
ど
も
・
子
育
て

ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
平
成
26
年
度
に
里
親
等

委
託
率
を
16
％
と
す
る
目
標
を
設
定
し
て

い
ま
す
。
里
親
に
登
録
さ
れ
る
と
す
ぐ
に

子
ど
も
が
委
託
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
方
が

多
い
の
で
す
が
、
児
童
相
談
所
が
里
親
の

希
望
、
意
見
、
家
庭
状
況
等
を
充
分
考
慮

し
て
、
子
ど
も
と
の
適
合
性
を
判
断
し
て

養
育
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
と
里
親
の
よ
り
良
い
マ
ッ
チ
ン
グ

を
考
慮
す
る
と
、
登
録
里
親
の
裾
野
を
広

げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
里
親
に
な

る
と
里
親
手
当
、
生
活
費
、
学
校
教
育
費
、

お
子
さ
ん
の
医
療
費
な
ど
が
公
費
で
支
給

さ
れ
、
各
種
保
障
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
里

親
制
度
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た

い
方
、
里
親
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
児
童

相
談
所
に
是
非
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

こ
こ
で
、
保
護
が
必
要
な
ひ
と
り
の
子

ど
も
を
例
に
、
育
ち
の
過
程
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
保
護
者
が
子
育
て

の
負
担
感
か
ら
育
児
を
放
棄
し
て
し
ま

い
、
乳
児
院
に
入
所
し
た
1
歳
の
お
子
さ

ん
が
い
た
と
し
ま
す
。
乳
児
院
の
保
護
者

支
援
も
叶
わ
ず
、
家
庭
復
帰
で
き
ず
に
児

童
養
護
施
設
へ
の
措
置
変
更
と
な
り
ま
し

た
。
小
学
校
入
学
と
と
も
に
養
育
里
親
に

委
託
さ
れ
、
大
切
に
家
庭
養
護
さ
れ
て
、

18
歳
で
里
親
の
も
と
か
ら
自
立
し
ま
し

た
。
こ
の
子
ど
も
の
育
ち
に
は
、
児
童
相

談
所
が
一
貫
し
て
関
わ
り
、
施
設
間
の
連

携
、
施
設
と
里
親
と
の
繋
が
り
が
あ
り
、

さ
ら
に
学
校
や
地
域
の
理
解
が
必
要
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

社
会
的
養
護
に
お
い
て
は
、児
童
相
談
所
、

施
設
、
里
親
の
三
者
の
強
い
連
携
・
協
力

と
地
域
の
方
々
の
温
か
い
理
解
が
必
須
で

あ
り
、
ま
た
社
会
的
自
立
を
よ
り
よ
く
達

成
で
き
る
よ
う
な
財
政
支
援
、
生
活
支
援

等
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

み
や
ぎ
の
取
り
組
み

　

宮
城
県
お
よ
び
仙
台
市
の
社
会
的
養
護

を
よ
り
よ
い
方
向
に
進
め
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
宮
城
県
里
親
連
合
会
の
卜

蔵
康
行
氏
（
ざ
お
う
ホ
ー
ム
）
が
代
表
を

務
め
る
「
こ
ど
も
の
夢
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

が
平
成
20
年
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。“
み

や
ぎ
の
社
会
的
養
護
を
考
え
る
”
と
い
う

テ
ー
マ
で
、
連
携
す
る
三
者
を
中
心
と
し

た
研
修
会
を
年
2
回
、
現
在
ま
で
に
6
回

開
催
し
て
い
ま
す
。
私
も
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
関
わ
ら
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
が
、
着
実

に
成
果
が
あ
が
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。
一
般
の
方
の
参
加
も
大
歓
迎
で

す
。
み
や
ぎ
の
社
会
的
養
護
に
つ
い
て
、

一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。（
寄
稿
）

社
会
的
養
護
の
こ
れ
か
ら

教
授
　
桑
名
　
佳
代
子

専
門
は
「
母
性
看
護
学
」

千
葉
大
学
看
護
学
部
１
期
生

助
産
師
と
し
て
東
京
女
子
医
科
大
学
病
院
勤
務

東
北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
（
教
育
学
修
士
）

平
成
9
年　

宮
城
大
学
看
護
学
部
助
教
授
を
経
て
、

平
成
16
年
4
月
よ
り
現
職　

前
看
護
学
部
長

養育里親
保護者がいなかったり、保護者に養育させ
ることが不適当と認められる子どもを自分
の家庭に受け入れ、養育する里親です。

専門里親

虐待を受けた子どもなどを受け入れ、専門
的養育をする里親です。里親として一定の
経験があること、専門里親研修を修了して
いることなどの要件があります。

養子縁組
希望里親

養子縁組によって養親となることを希望す
る里親です。

親族里親
保護者が死亡、行方不明などにより子ども
の養育が行えない場合に、子どもの３親等
以内の親族が養育する里親です。

里 親 の 種 類

社 会 的 養 護 の 将 来 像

本体施設 乳児院 児童養護施設

グループホーム
地域小規模児童養護施設

小規模ケアの
グループホーム型

家庭養護 里親
ファミリーホーム

本体施設

グループホーム
家庭養護

【現在】
施設９割、
里親等１割

【想定される将来像】
本体施設・グループホーム・
家庭養護を概ね３分の１ずつ➡
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